
道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び道路交

通法施行令の一部を改正する政令の概要

道路交通法を改正する法律の一部の施行期日を平成２０年６月１日とするととも

に、同法の一部の施行に伴い、普通自転車により歩道を通行することができる者、

後部座席に係る座席ベルト装着義務違反に付する点数等を定めるほか、緊急自動車

として、医療機関が市町村等により傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間

における応急の治療を行う医師を現場に運搬するために使用する自動車を定めるこ

ととする。

第１ 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

道路交通法の一部を改正する法律（平成１９年６月２０日法律第９０号）附則

第１条第１号に掲げる規定の施行期日は、平成２０年６月１日とする。

第２ 道路交通法施行令の一部を改正する政令

１ 自転車利用者対策の推進

(1) 車両通行帯の幅員の下限を１メートルとする。

(2) 横断歩道を進行する普通自転車が従うべき信号灯火を定める。

(3) 普通自転車により歩道を通行することができる者を児童及び幼児、７０歳以

上の者並びに身体障害者と定める。

２ 被害軽減対策の推進

(1) 後部座席同乗者に係る座席ベルト装着義務が免除される場合を定める。

(2) 後部座席同乗者に係る座席ベルト装着義務違反（高速自動車国道等における

ものに限る。）に基礎点数として１点を付する。

３ 高齢運転者対策等の推進

(1) 高齢運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反にそれぞれ基礎

点数として１点を付するとともに、これらを反則行為とする。

(2) 聴覚障害者標識を付けないで普通自動車を運転してはならないこととなる聴

覚障害の程度を定める。

４ その他

(1) 公安委員会が警察署長に行わせることができる交通の規制の種類を追加す

る。

(2) 緊急自動車として、医療機関が市町村等により傷病者が医療機関に緊急搬送

をされるまでの間における応急の治療を行う医師を現場に運搬するために使用

する自動車（いわゆるドクターカー）を追加する。

(3) 指定車両移動保管機関に関する規定を廃止するなど、車両移動保管関係事務

に係る規定を整備する。

５ 施行期日

(1) ４(2)を除き、この政令は、改正法附則第１条第１号に掲げる規定の施行の

日（平成２０年６月１日を予定）から施行する。

(2) ４(2)については、公布の日から施行する。


